
 

愛知県体育館移転関連工事説明会にていただいたご意見等について 

 

１ 概要 

募集期間 説明会当日（令和３年８月２４日（火）及び同月２７日（金）） 

令和３年８月２４日（火）から同年９月１１日（土）まで 

募集方法 郵便・ＦＡＸ・電子メール 
意見・提案者数 ５６名 
意見・提案件数 １１２件 

 

 

２ ご意見等の内容及び県市の考え方 

（１） 愛知県新体育館について 

ご意見等 駐車場は必要だと思う。イベント時等の周辺の渋滞も懸念される。 
県市の 

考え方 

（県）新体育館の駐車場については、競技関係者や車椅子利用者など一

部の方の駐車場は設置しますが、一般駐車場の設置は予定してい

ません。来場者の皆様には現在の愛知県体育館と同様、公共交通機

関のご利用をお願いします。 

 

ご意見等 工事によって公園の自然、樹木が減るのでは。また、新体育館整備に

よる周辺住民等への影響はどのように考えているか。 
県市の 

考え方 

（県）新体育館は現在の野球場あたりを中心に整備する計画です。 

公園環境の保全に努めるとともに騒音や振動などについても近

隣の皆様に影響がないよう市や運営事業者と調整し適切に対応し

てまいります。 

   

ご意見等 トイレについて、女性や障害のある方など様々な方からの意見を聞

き、バリアフリーや適切な設置数等を考慮して設置してほしい。 
県市の 

考え方 

（県）トイレの数については、イベント内容に合わせて男女比率を変更

することが可能となるよう計画しています。利用者のご意見を踏

まえながら、快適に利用していただけるよう、運営事業者とともに

取り組んでまいります。 

   

ご意見等 誰もが気軽に使えるスポーツ施設として、利用料金の適正化、サービ

ス、利用者、スポーツ団体等に対する施設機能の充実はどのようにす

すめられるのか。 
県市の 

考え方 

（県）誰もが気軽に利用できるようなスタジオ等の設置や利用料金を

検討しています。また、施設機能やサービスについても利用者のご

意見を踏まえながら運営事業者とともに考えてまいります。 



 

ご意見等 新体育館におけるコンサート等のイベント時の騒音、振動、ごみ等へ

の対策は考えているか。 
県市の 

考え方 

（県）新体育館については振動の影響が出ないような構造とするよう

計画しています。また、イベント時には名城公園管理者など関係者

と連携し、主催者等への注意喚起に努め、周辺の皆様に影響が出な

いよう運営事業者とともに取り組んでまいります。 

   

ご意見等 名城公園北園に新体育館を移設する必要性が感じられない。名城公園

の存在意義が損なわれる。ほかの場所で考えるべきだ。 
県市の 

考え方 

（県）現在の愛知県体育館は名城公園内で長年県民・市民の皆様に親し

まれてきた伝統ある施設ですが、老朽化などが課題となっていま

す。その伝統の継承や利便性を考慮し、新体育館を同じ名城公園内

で整備することとしたものです。 

引き続き、地域の皆様に親しまれる施設となるよう努めてまい

ります。 

（市）名城公園北園は、多くの方に憩いの場として親しまれています

が、全体的に施設の老朽化が目立ってきています。今回の県体育館

の移転の機会を捉えて、一層皆様に親しんでいただける魅力ある

公園を目指して再生を図ってまいります。 

  

ご意見等 ＰＦＩ事業で民間事業者が運営するとのことだが、事業内容が具体的

に決まっていないのに契約したということか。また、体育館のデザイ

ン等についてもっと早い段階で提示してほしかった。決定過程が不明

瞭である。 
県市の 

考え方 

（県）新体育館の事業者を決定する際には、どのように整備・運営を実

施していくのか民間事業者から提案を受け、その提案内容を前提

として事業者と契約しました。そのため、デザインについても事業

者を決定した段階でのご提示となりましたことをご理解くださ

い。 

施設の規模など基本的な内容を合意して契約したうえで、提案

内容をどのように進めていくか詳細について運営事業者と調整し

ているところです。 

 

 

また、事業者選定については、外部有識者からなるＰＦＩ事業者

選定委員会で提案内容を審査したうえで決定しており、経過は県

のホームページで公表しています。 

  

 

 

 

 



 

ご意見等 民間事業者主導となるＰＦＩ事業では監視機能が働かないのではない

か。また、事業終了（令和３７年３月３１日）後はどう管理されるの

か。その費用は税金から賄われるのか。 

県市の 

考え方 

（県）新体育館事業は、民間事業者が設計・建設から維持管理・運営ま

で実施しますが、県は、運営事業者が適正に事業を進めているのか

を監視する役割がありますので、適切に対応してまいります。 

   また、事業終了後の対応については、今後の社会情勢を踏まえ考

えてまいります。 

   

ご意見等 現状、名城公園駅の出入口が２つとエレベーターが 1 基しかないの

で、新体育館でのイベント時には周辺の混雑が予想される。また、ナ

ゴヤドームとイベントが重なる場合の地下鉄への影響は想定している

か。 

県市の 

考え方 

（県・市）新体育館のイベント終了後に観客が一斉に退館すると、付近

に人が滞留し周辺に影響が出るため、例えば、イベント終了後も施

設内の飲食店は営業するなど、できるだけ分散して退館してもら

えるよう運営事業者とともに考えてまいります。 

   ナゴヤドーム（バンテリンドームナゴヤ）と同じ時間帯でイベン

トが開催された場合の交通影響については現在調査中です。調査

結果や混雑状況を踏まえ、安全輸送対策について、検討してまいり

ます。 

   

ご意見等 ＣＯ２削減の配慮はされているか。名城公園の生物多様性を守るため

にも環境アセスメントを実施すべきではないか。 

県市の 

考え方 

（県）新体育館の建設工事の際には、例えば、工事用電力にグリーン電

力の使用や、省エネルギー・低燃費型建設機械の使用、材料運搬の

低減による運搬車両の走行の削減等に積極的に取り組み、CO2 の削

減など配慮した計画としています。 

また、新体育館は、太陽光発電や自然換気など自然エネルギーを

積極的に活用し、CO2 排出量を削減するとともに排熱の抑制による

ヒートアイランド対策なども実施し、環境に配慮した施設を目指し

ます。 

   環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象事業ではあり

ませんが、事業計画地は都市公園及び第二種住居地域であるため、

周辺環境への影響をできる限り回避・低減すること等環境保全の

配慮を適切に行うよう運営事業者とともに取り組んでまいりま

す。 

  

 

 



 

ご意見等 ｔｏｎａｒｉｎｏの飲食店を利用しているが、新体育館により混雑し

そうで残念。新体育館へのテナントの誘致は収容人数等を考慮して行

ってほしい。 

県市の 

考え方 

（県）新体育館内にも飲食店舗を設置する予定ではあり、イベント開催

時間の前後も来場者が体育館の外に滞留しないよう運営事業者と

ともに考えてまいります。 

これまでご利用いただいている飲食店が混雑する可能性もあり

ますが、何卒ご理解ください。 

また、新体育館内の店舗については来場者数も見ながら開設さ

れる予定です。 

   

ご意見等 公園の敷地に体育館が建設されるが、日常的には公園利用者は体育館

敷地に入れるのか。閉ざされた空間になるのか、コンサートなど、イ

ベントの時だけ立ち入り禁止なのか。 

県市の 

考え方 

（県）名城公園内の運動施設として原則開放される計画ですが、予約状

況や施設管理上制限させていただくエリアや時間があることをご

理解ください。 

   

ご意見等 土地は国、体育館は県、公園は市などわかりにくい。また、国有財産

地方審議会の議決はされるのか。 

県市の 

考え方 

（県・市）計画地は市が国有地を借地し、都市公園（名城公園）として

供用しています。 

公園管理者である市は、県に対し公園施設（新体育館）の設置と

管理の許可を与えることを想定しており、県は事業提案を含む競

争手続により最優秀となった事業者に対し、ＰＦＩ法に基づく運

営権を付与するものです。 

また、借地にあたっては、東海財務局に利用計画を提出していま

すので、新体育館設置に伴う利用計画の変更申請を行うこととな

ります。国有財産地方審議会に附議する案件ではないと認識して

います。 

   

ご意見等 バリアフリー化に努めること。また、地域におけるスポーツ活動の推

進や支援を行う事。 

県市の 

考え方 

（県）障がい者の方でも安心して利用できる施設となるように、人にや

さしい街づくり条例に基づき進めてまいります。 

   また、現愛知県体育館で実施されている事業の継承などについ

て、運営事業者とともに検討してまいります。 

   

 

 



 

ご意見等 新体育館にプールは整備されるのか。 

県市の 

考え方 

（県）新体育館にはプールを整備する予定はございません。ご理解くだ

さい。周辺には市や民間事業者が運営する年間通して利用できる

プールがありますので、そちらのご利用をお願いします。 

   

ご意見等 貸ロッカーやシャワールームはあるのか。 

県市の 

考え方 

（県）施設利用者の方が使用できるロッカーとシャワーを完備する予

定です。また、一般の方も利用できるコインロッカーの設置も予定

しています。 

   

 

（２）周辺交通対策について 

ご意見等 名城公園北園北側の道路の駐車について、今後どのように扱うのか。

今でも多く駐車されているのに工事車両の事業計画地への進入時、こ

こを通ることへ危険を感じる。駐車禁止にした方が良いのでは。 

県市の 

考え方 

（県・市）新体育館設置により、北園周辺の近隣道路の交通量の増加が

見込まれることも課題として認識しており、渋滞対策等の対策に

ついては、警察を始め、関係機関と相談しながら検討してまいりま

す。 

   なお、新体育館の来場については公共交通機関を利用していた

だくことを想定しています。 

また、工事中の制限等についても、詳細が決まり次第、お知らせ

するよう努めてまいります。 

 

 

（３）防災機能について 

ご意見等 名城公園の「広域避難場所」としての機能は。 

県市の 

考え方 

（市）名城公園北園全体の再整備の中で、広域避難場所として現在と同

様の防災機能を確保できるよう検討してまいります。 

  

ご意見等 新体育館は避難施設や防災拠点として対応できないのか。 

県市の 

考え方 

（県・市）名城公園は名古屋市地域防災計画の中で広域防災拠点、広域

避難場所として指定されております。 

新体育館は避難場所としていない現体育館と基本的な考え方は

変わりませんが、避難場所としての活用については県、市、運営事

業者間で検討してまいります。 

  

 

 

 



 

（４）名城プールについて 

ご意見等 スポーツセンターは遠くて代替施設にならない。名城プールを存続し

てほしい。 

県市の 

考え方 

（市）名城プールは、これまで多くの市民のみなさまにご利用いただい

てきました。誠に残念ではございますが、愛知県新体育館の建設予

定地に名城プールが含まれていることから、廃止するものです。ご

理解くださいますようお願いいたします。 

   

ご意見等 地下鉄駅からすぐのところにあるプールは貴重な施設。名城プールの

代替として、新しいプールを作ってほしい。 

県市の 

考え方 

（市）屋外の冷水プールを新設することは困難でありますが、近隣のス

ポーツセンターでは名城プールのように、練習用のプールの他に、

水深の浅い学童用プールや幼児用プールも整備を行っていること

から、そちらをご利用いただくようお願いいたします。 

  

 

（５）野球場について 

ご意見等 野球場の駐車場はあるのか。 

県市の 

考え方 

（市）スポーツ会館跡地に、約５０台の有料駐車場を整備する予定で

す。野球場利用者に限らず、一般利用者も利用できる利用形態を予

定しております。 

  

 

（６）ランニングコースについて 

ご意見等 ランニングコースを確保してほしい。イベント時など一時的にコース

が閉鎖されるような場合はどうなるのか。また、舗装などの仕様はど

うなるのか。 

県市の 

考え方 

（市）県体育館完成後も、公園の外周を通るランニングコースを確保で

きるよう計画しております。 

また、県体育館の建設工事中も利用できる代替ランニングコース

を現在整備しております。この代替ランニングコースは、イベント 

 時等に、第２のランニングコースとして利用できるようにしたいと

考えております。 

新たに整備するコースは、既設のコースと同様に、半分をランニ

ングコースとして土系の舗装、残り半分はアスファルト舗装となる

よう計画しております。 

   

 

 

 



 

ご意見等 ランニングコースの代替コースは工事後も残すとのことだが、公園の

中を横断するため、公園利用者との接触が懸念される。 

県市の 

考え方 

（市）代替コース及び外周コースについては、見通しを確保する等、安

全で利用しやすいコースとなるよう計画してまいります。 

  

 

（７）地下通路について 

ご意見等 災害対策はどのように考えているのか。 

県市の 

考え方 

（市）昨今の大雨に対して、雨水の地下通路内への侵入を防ぐため、出

入口部に地下鉄駅と同様に止水板を設置するなどの対応を検討い

たします。 

  

ご意見等 地下通路のエレベーターはどこに設置されるのか。地下通路から体育

館までそのまま入ることはできないのか。 

県市の 

考え方 

（市）地下通路のエレベーターは、大津通の東側歩道（地下鉄２番出入

口付近）に１基、大津通の西側の名城公園内に１基の合計２基を計

画しています。 

（県）新体育館は地上１階からの施設となるため、専用の地下通路はあ

りません。市が整備する地下通路のエレベーターをご利用いただ

くことを想定していますのでご理解ください。 

   

 

（８）名城公園駅について 

ご意見等 17,000 人が公共交通をつかって来場する場合、地下鉄名城線は満員に

なるのではないか。特に、ナゴヤドームとイベントが重なった場合は

なおさらではないか。通常の通勤、通学に支障をきたすことにならな

いのか。そのための対策は検討されているか。 

県市の 

考え方 

（県・市）ナゴヤドーム（バンテリンドームナゴヤ）と同じ時間帯でイ

ベントが開催された場合の交通影響については現在調査中です。

調査結果や混雑状況を踏まえ、安全輸送対策について検討してま

いります。 

   

 

（９）名城公園北園の整備について 

ご意見等 名城公園を楽しい美しい公園にしてほしい。 

県市の 

考え方 

（市）名城公園北園は、多くの方に憩いの場として親しまれています

が、全体的に施設の老朽化が目立ってきています。今回の県体育館

の移転の機会を捉えて、一層皆様に親しんでいただける魅力ある

公園を目指して再生を図ってまいります。 

   



 

ご意見等 憩いの場としての機能を失わないものにしてほしい。子どもの広場は

幼児、保護者が安心して遊べる場でもあり、多くの利用者がおり、現

状の計画では狭いように感じる。 

県市の 

考え方 

（市）名城公園北園全体の再整備の中で、憩いの場としての機能が確保

できるよう検討してまいります。 

子どもの広場につきましては、利用できない期間が無いよう、県

体育館の工事の着工までに公園内に場所を確保し、暫定整備を行い

ます。また、今後、名城公園北園全体の再整備の検討を進めていく

中で、より充実した子どもの広場の整備を検討してまいります。 

   

  

（１０）工事の影響について 

ご意見等 工事車両の停車による排気ガスなどで、道路上にある花壇の花が枯れ

てしまう。工事車両の待機場所について配慮してほしい。 

県市の 

考え方 

（県）工事車両の待機については、周辺環境に留意するよう工事関係者

に指導してまいります。また、材料運搬の低減による運搬車両の走

行の削減等にも取り組むこととしています。 

一時的に停車せざるを得ない場合はアイドリングストップを徹

底させ、花などに影響が出ないように努めます。 

 

ご意見等 工事期間中の工事車両の運行時間や台数を知りたい。また、工事車両

の進入路と名城公園駅出入口からの動線が重なるため、もう少し北寄

りにすることはできないのか。通行による振動など周囲に配慮してほ

しい。 

県市の 

考え方 

（県）運行時間については原則８時から１８時を予定しています。 

      また、工事車両の進入路（大津通側）については、既存の進入路

を活かすこととしているため、場所の変更は難しいですが、誘導員

を配置するなど、安全に配慮してまいります。 

   そのほか、周辺の皆様に影響が出ないように、工事車両の安全対

策を工事業者に指導してまいります。 

  

 

（１１）説明会について 

ご意見等 このような説明会を今後も行ってほしい。また、その開催について広

く周知し多くの住民が参加できるようにしてほしい。 

県市の 

考え方 

（県）現在、施工業者の説明会の実施時期や実施方法等について検討し

ています。引き続き県・市で連携して情報発信に努めてまいりま

す。 

（市）意見交換会や説明会の開催につきましては、関係者と調整し対応

してまいります。 



 
    また、情報発信につきましては、Ｗｅｂなども活用しながらより

多くの方にお知らせできるよう、適宜適切な時期に実施してまい

ります。 

   

ご意見等 全体的に計画が不明瞭である。細部について説明できるようにしてほ

しい。 

県市の 

考え方 

（県）現在は本体工事の設計中であるため、運営の詳細などご提供でき

るものが少ないことをご理解ください。なお、建設の進捗状況など

について県のＷｅｂページなどを活用して情報発信に努めてまい

ります。 

  

 

（１２）その他 

ご意見等 新体育館完成までの期間の代替施設の充実を考えてほしい。 

県市の 

考え方 

（市）ランニングコースや野球場、子どもの広場につきましては、新体

育館の工事着手までに代替機能を確保します。 

  

ご意見等 「第１種風致地区」である名城公園へは、大規模構造物「新体育館」

は建設不可能なはず。市当局の見解を示すこと。 

県市の 

考え方 

（市）都市計画法に定められた風致地区内における建築等の規制に関

し必要な事項を定めたものとして、「名古屋市風致地区内建築等規

制条例」があります。今回、名城公園に建設される予定の愛知県体

育館は、都市公園法に定められる公園施設であります。同条例で

は、都市公園法による公園施設の設置に係る行為については、同条

例の規定による許可を要せず、市長への通知を行うこととなって

おります。 

しかしながら、要求水準書で定めるように、風致地区であること

から、公園環境の保全に努めるよう、愛知県と協議を進めてまいり

ます。 

  

ご意見等 現在の愛知県体育館撤去後の跡地計画は、県民、市民の意見を取り入

れてほしい。 

県市の 

考え方 

（市）愛知県体育館撤去後の跡地利用につきましては、「特別史跡名古

屋城跡保存活用計画」において、二之丸御殿・向(むこう)屋敷の復

元整備や地下遺構の表示など特別史跡にふさわしい整備を行い、

往時の空間を偲ぶことができる場にしていくものとしています。 

具体的な整備等の内容につきましては、今後発掘調査などを行

った上で検討していきたいと考えていますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

  



 

ご意見等 名古屋市の都市計画として問題ないのか。 

県市の 

考え方 

（市）名城公園北園において、観覧場等の用途を緩和する都市計画を定

めており、決定にあたっては都市計画の案を公衆の縦覧に供する

など都市計画法に基づく手続きを経ています。 

  


